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平成 30年 3月期決算短信の開示が期末後 50日を超えたことに関するお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 30年 3月期決算短信の開示を行いましたが、当該開示が決算期末後 50日を超

えた理由及び今後の決算開示について、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 決算短信の開示が期末後 50日を超えた理由 

 当社は平成 30年 5月 8日付け「平成 30年 3月期決算発表の延期に関するお知らせ」にてお知

らせしましたとおり、平成 26 年 3 月期における退職金制度改訂に伴い同期以降の退職給付費用

及び退職給付債務（ＰＢＯ）の会計上の見積もりが過小となっている誤り（誤謬）が発生してい

ることが判明したため、決算確定作業に時間を要し、決算短信の開示が決算期末後 50 日を超え

ることとなりました。 

 上記の誤謬は、退職金制度改訂時に、当該改訂が退職給付の会計処理に与える影響について検

討する体制が不十分であったことに起因しており、退職給付引当金の見積もりに関する内部統制

が必ずしも十分に整備・運用できていなかったことによるものです。 

 

2. 今後の予定及び改善への取り組みについて 

 当社は財務報告に関する内部統制の重要性を認識しており、退職金制度改訂などの非経常的な

会計事象に関して、担当部門の専門知識の強化及び業務手順と承認手続きを定めた書面の整備・

運用の徹底など、決算・財務報告プロセスの整備・運用を強化し、財務報告の信頼性を確保して

いく方針です。 

 当社は今回の決算開示が遅延したことを厳粛に受け止め、今後の開示時期につきましては、監

査法人と緊密な連携をとり、期末後 50 日を超えることのないよう社内の管理体制の強化をすす

め、適切な情報開示に努める所存です。 

 株主、投資家の皆様をはじめ、関係者の皆様にはご迷惑とご心配をおかけしましたことを深く

お詫び申し上げます。 

以 上 


